
表１３

　解除理由 

 施設種類

里 親 3 7 1 2 5 3 21

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム 1 1

乳 児 院 4 7 2 13

児 童 養 護 施 設 12 4 6 4 26

児 童 心 理 治 療 施 設 1 3 1 5

児 童 自 立 支 援 施 設 6 2 1 9

福祉型障害児入所施設 3 3

医療型障害児入所施設 1 1

指定発達支援医療機関 1 1

自 立 援 助 ホ ー ム 1 1

計 26 7 1 6 25 16 81

里 親 1 5 1 4 11

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム

乳 児 院 1 2 3

児 童 養 護 施 設 5 3 1 1 10

児 童 心 理 治 療 施 設

児 童 自 立 支 援 施 設 2 1 3

福祉型障害児入所施設 1 1

医療型障害児入所施設

指定発達支援医療機関

自 立 援 助 ホ ー ム

計 9 5 6 7 1 28

里 親 3 1 2 6

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム 1 1

乳 児 院 3 4 1 8

児 童 養 護 施 設 25 4 4 33

児 童 心 理 治 療 施 設 1 1

児 童 自 立 支 援 施 設 2 2 2 2 8

福祉型障害児入所施設 1 1 1 3

1 1

指定発達支援医療機関

自 立 援 助 ホ ー ム 1 2 3

計 32 1 3 6 13 9 64

67 1 15 7 12 45 26 173

中
　
央
　
児
　
相

西
　
部
　
児
　
相

東
　
部
　
児
　
相

合　　　　　計

　　　　　　　　　　　施設入所児童等の措置解除の理由　　　　　　　　（単位：件）

家　庭
引　取

普通
養子
縁組

特別
養子
縁組

満年 逃亡 死亡 就職 計
児
相
別

措置
変更

その他
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表１４

男 女 男 女 男 女 男 女

前 橋 市 49 17 6 16 11 3 2 4 4 1 5 60 16 7 15

伊勢崎市 25 8 5 6 4 3 4 4 4 1 29 7 1 9

沼 田 市 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1

渋 川 市 10 2 2 1 1 10 1 1

北群馬郡 8 1 1 2 1 1 10 2 1 1

吾 妻 郡 5 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 8 1 1

利 根 郡 3 1 1 1 1 1 3 2 1 2

佐 波 郡 7 1 1 1 2 1 1 6

県 外

計 112 33 15 27 21 10 6 10 2 13 8 9 131 30 13 28

高 崎 市 41 12 6 9 8 5 4 4 1 6 4 6 49 9 7 7

藤 岡 市 4 1 1 1 5 1 1

富 岡 市 8 2 3 1 1 2 1 9 1 1

安 中 市 7 1 1 1 8

多 野 郡

甘 楽 郡 2

県 外

計 62 15 10 10 10 6 5 4 1 7 6 7 71 11 9 7

桐 生 市 12 6 6 2 4 1 1 2 2 16 5 4 3

太 田 市 24 13 9 4 10 7 7 3 2 1 1 34 18 15 6

館 林 市 7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 8 1 2 1

みどり市 3 3

邑 楽 郡 7 1 1 2 2 3 2 2 2 7 4 3 4

県 外

計 53 21 18 8 18 12 10 7 3 5 4 1 68 28 24 14

227 69 43 45 49 28 21 21 6 25 18 17 270 69 46 49

（注）令和５年３月３１日現在の市町村

　　　　　　　　　　　里 親 及 び 委 託 児 童 の 状 況　　　　　　　 （単位：人）

児
　
　
相
　
　
別

郡
　
　
市
　
　
別

R3年度末現在 増（R4年度中） 減（R4年度中） R4年度末現在

登

録

里

親

児
童
委
託
の
里
親

委  託
児  童

合　　計

登

録

里

親

児
童
委
託
の
里
親

委  託
児  童

中
　
央
　
児
　
相

西
　
部
　
児
　
相

東
　
部
　
児
　
相

登

録

里

親

児
童
委
託
の
里
親

委  託
児  童

登

録

里

親

児
童
委
託
の
里
親
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児  童
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表１５

年齢別

児
相
別
郡
　市
　　別

前橋市 1 1 3 3 2 1 1 3 1 6 1 1 2 5 6 45 82

伊勢崎市 1
1 3 4 3 1 3 1 3 1 4 4 1 32

62

沼田市 1 1 3 5

渋川市 1 1 1 2 9 14

北群馬郡 1 1 1 1 1 1 6 12

吾妻郡 1 1 1 4 7

利根郡 1 2 3

佐波郡 5 5

計 1 4 3 6 8 5 2 2 5 2 5 7 4 2 9 9 10 106 190

高崎市 1 3 3 2 3 7 7 2 2 3 4 3 2 49 91

藤岡市 2 2 1 2 1 9 17

富岡市 2 1 1 1 1 1 4 11

安中市 1 1 1 1 1 1 5 11

多野郡

甘楽郡 1 6 7

計 2 1 5 3 5 4 1 9 9 5 3 4 5 5 3 73 137

桐生市 1 1 3 1 1 22 29

太田市 1 1 1 1 3 2 1 1 3 3 2 4 1 4 44 72

館林市 1 1 1 1 7 11

みどり市 1 1 1 1 1 1 1 2 11 20

邑楽郡 1 1 1 2 1 5 2 1 9 23

計 1 1 1 4 1 2 6 4 4 4 3 4 5 3 9 4 6 93 155

2 7 4 11 14 10 13 10 10 15 17 16 12 9 23 18 19 272 482

（注）令和５年３月３１日現在の市町村

　年齢別在宅重症心身障害児（者）数（令和４年度末現在）　　（単位：実人数）

０
～

１
歳

２
歳

３
歳

４
歳

５
歳

６
歳

７
歳

８
歳

９
歳

計
13
歳

14
歳

15
歳

東
　
部
　
児
　
相

合計

16
歳

17
歳

1
歳
以
上

中
　
央
　
児
　
相

西
　
部
　
児
　
相

10
歳

11
歳

12
歳

18
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表１６

停止 停止 停止

13 8

10 1

13 1

36 10

表１７

　　　　　　　　　　　　郡 市 別 一 時 保 護 児 童 数　　　　（単位：人）

　　　年度

郡市別 中央 東部

前 橋 市 (49) 113 (38) 92 (18) 98 (32) 87 (22) 87 80 7

伊 勢 崎 市 (29) 69 (27) 73 (24) 53 (13) 46 (20) 97 84 13

沼 田 市 (2) 10 (7) 9 (1) 13 (1) 14 (3) 15 15

渋 川 市 (6) 15 (2) 17 (12) 32 (7) 25 (11) 30 26 4

北 群 馬 郡 (4) 11 (5) 10 (4) 9 (1) 7 (3) 2 2

吾 妻 郡 (2) 3 (7) 6 (4) 6 (2) 3 (6) 12 12

利 根 郡 6 3 3 (1) 1 (2) 9 5 4

佐 波 郡 (2) 9 (1) 5 (2) 5 (3) 6 (2) 2 2

管 外 (4) 1 (2) 1 (1) 3 3 2 1

県 外 3 1 (1) 2 (1) 2 2 2

計 (94) 239 (91) 217 (68) 222 (62) 194 (69) 259 230 29

高 崎 市 (26) 103 (36) 101 (27) 95 (42) 117 (32) 135 104 31

藤 岡 市 (1) 22 (15) 33 (6) 15 (5) 25 (14) 26 23 3

富 岡 市 2 (1) 8 2 (2) 10 (1) 4 3 1

安 中 市 (3) 9 (2) 7 (3) 14 (2) 13 (2) 7 6 1

多 野 郡 1 1

甘 楽 郡 (2) 2

管 外 3 3 6 3 3

県 外 (1) 3 3 5 3 7 4 1

計 (31) 140 (56) 155 (36) 136 (51) 169 (49) 185 143 40

桐 生 市 (14) 41 (2) 30 (3) 33 (3) 40 (8) 53 1 52

太 田 市 (27) 63 (15) 95 (19) 123 (15) 111 (33) 137 8 129

館 林 市 (7) 7 (5) 5 (4) 25 (4) 28 (10) 24 24

み ど り 市 (5) 8 (2) 9 23 (2) 29 (3) 20 20

邑 楽 郡 (6) 29 (3) 27 (3) 25 (2) 23 (4) 26 2 24

管 外 5 2 (1) 2 2

県 外 (1) 7 1 (10) 10 10

計 (59) 148 (28) 178 (29) 229 (26) 234 (69) 272 11 261

(184) 527 (175) 550 (133) 587 (139) 597 (187) 716 384 330

（注）①（ ）書きは、一時保護所以外の場所に保護を委託した児童数の別掲

　　　②前年度からの継続は含み、次年度へ継続した児童は含まない

　　　　　　措置の停止並びに措置中等の調査・診断・指導　　（単位：件）

児童福祉施設 里　親 指定発達支援医療機関

調査・診断・指導 調査・診断・指導 調査・診断・指導

中央児相

西部児相

17,903 3,967

中
　
央
　
児
　
相

西
　
部
　
児
　
相

東
　
部
　
児
　
相

合　　計

東部児相

計

21

3,427 3,214

4,843 1,223

21

児

相

別
30 31(R1) R2 R3 R4

26,173 8,404
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表１８

児童虐待 (4) 7 (2) 1 (8) 8 5 (2) 74 (3) 7 (15) 95 (4) 6 

その他 (3) 9 (3) 9 (17) 14 5 (23) 38 (5) 8 (48) 74 (5) 5 

知的障害 (1) (1)

発達障害

その他

ぐ犯 2 7 8 1 42 (1) 3 (1) 61 3 

触法 3 3 2 

不登校

性格行動 2 (3) 7 (1) 13 1 (4) 21 3 

その他

2 3 5 

(7) 20 (5) 12 (29) 36 18 1 (26) 170 (9) 22 (69) 259 (9) 19 

児童虐待 (1) 2 (1) (2) 4 (3) 6 (7) 35 1 (13) 46 (2) 9

その他 2 1 (3) 5 (6) 5 (20) 68 1 (29) 80 (2) 5

知的障害

発達障害

その他

ぐ犯 (1) 2 6 1 (1) 20 (1) 4 (2) 33 3

触法

不登校

性格行動 2 2 (3) 4 (2) 15 5 (5) 26 1

その他

(2) 6 (1) 1 (5) 13 (12) 21 1 (30) 138 (1) 11 (49) 185 (4) 18 

児童虐待 7 1 (2) 10 (7) 61 (5) 11 (14) 83 (1) 4 

その他 8 (8) 4 (3) 8 3 (10) 75 (30) 32 (51) 122 4 

知的障害

発達障害

その他

ぐ犯 3 (1) 1 1 35 9 (1) 46 (1) 1 

触法

不登校

性格行動 (1) (1) 17 (2) 4 (3) 21 1 

その他

(1) 18 (9) 6 (5) 19 3 (18) 188 (37) 56 (69) 272 (2) 10 

(10) 44 (15) 19 (39) 68 (12) 42 2 (74) 496 (47) 89 (187) 716 (15) 47 

(8.0) 2.7 (20.9) 9.5 (6.4) 5.9 0.3 (39.6) 69.3 (25.1) 12.4 (100.0) 100.0 

（注）①（ ）書きは、一時保護所以外の場所に保護を委託した児童数の別掲

　　　②前年度からの継続は含み、次年度へ継続した児童は含まない

合　　 計

構成比(%)

東
　
　
部
　
　
児
　
　
相

養
護

障
害

非
行

育
成

保健・その他

計

計

中
　
　
央
　
　
児
　
　
相

養
護

障
害

非
行

育
成

保健・その他

計

西
　
　
部
　
　
児
　
　
相

養
護

障
害

非
行

育
成

保健・その他

　　　　　　　　　　　　一 時 保 護 児 童 相 談 別 援 助 状 況　　　　　　（単位：件）  

　　　　　区分

児相別

前

年

度

繰

越

里親委託
他の児童
相談所・

機関に移送
家裁送致 帰宅 その他

合

計

次

年

度

繰

越

児童福祉
施設入所
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表１９

年齢
性別

(10) (6) (5) (8) (4) (3) (19) (17) (36)

(10) (6) 1 (3) (5) (2) (2) 1 (15) (13) 1 (28)

2 7 (6) 2 (1) 4 (2) 8 (6) 11 (10) 12 (7) 22 (18) 34 (25)

5 (6) 5 (2) 10 3 (2) 2 (2) 4 (2) 17 (8) 12 (6) 29 (14)

8 3 8 2 13 (6) 8 (1) 29 (6) 13 (1) 42 (7)

6 (1) 2 (1) 6 (1) 6 4 (2) 12 (6) 16 (4) 20 (7) 36 (11)

3 7 (1) 7 (1) 1 (1) 6 (1) 1 16 (2) 9 (2) 25 (4)

1 7 4 4 6 (1) 3 11 (1) 14 25 (1)

6 17 (4) 12 (2) 4 11 (2) 11 (1) 29 (4) 32 (5) 61 (9)

10 3 8 (1) 5 14 (1) 9 (1) 32 (2) 17 (1) 49 (3)

9 (1) 9 7 (1) 3 10 (1) 7 26 (3) 19 45 (3)

6 (2) 7 5 (1) 1 11 (1) 3 22 (4) 11 33 (4)

11 (2) 9 9 (1) 8 (2) 8 (1) 6 28 (4) 23 (2) 51 (6)

15 (1) 17 (1) 14 (1) 4 17 5 46 (2) 26 (1) 72 (3)

8 (1) 26 4 (4) 9 15 (2) 17 (3) 27 (7) 52 (3) 79 (10)

3 (1) 17 4 (1) 7 (2) 15 (1) 9 (4) 22 (3) 33 (6) 55 (9)

8 15 (2) 11 7 (2) 5 4 (1) 24 26 (5) 50 (5)

5 (1) 2 (4) 1 (1) 4 (1) 9 (2) 8 15 (4) 14 (5) 29 (9)

106 (36) 153 (33) 113 (24) 72 (25) 154 (35) 118 (34) 373 (95) 343 (92) 716 (187)

（注）①（ ）書きは、一時保護所以外の場所に保護を委託した児童数の別掲

　　　②前年度からの継続は含み、次年度へ継続した児童は含まない

15歳

16歳

17歳

18歳以上

合　　計

14歳

３歳

４歳

５歳

６歳

７歳

８歳

９歳

10歳

11歳

12歳

13歳

男 女 計

０歳

１歳

男 女

２歳

男 女 男 女

　　　　　　　　　　　　　　　一時保護児童性別年齢別状況　　　　　　　　　　　（単位：人）

児相別 中央児相 西部児相 東部児相 合　　　計
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表２０

（表20-1）児相別

　　　日数

児相別
１～５

６～
10

11～
15

16～
20

21～
25

26～
30

31～
35

36～
40

41～
45

46～
50

51～
55

56
以上

計
１人当たり
平均（日）

(23) (6) (4) (2) (3) (4) (3) (3) (3) (1) (2) (15) (69) (48.2)

59 36 21 16 16 18 7 9 9 9 4 55 259 35.6

(14) (5) (6) (1) (4) (2) (4) (3) (1) (9) (49) (36.5)

52 20 19 10 7 3 7 10 3 9 9 34 183 29.1

(32) (4) (5) (5) (4) (1) (1) (6) (1) (1) (9) (69) (22.1)

70 42 30 17 21 23 8 7 6 11 6 31 272 25.7

(69) (15) (15) (8) (11) (5) (6) (13) (6) (2) (4) (33) (187)

181 98 70 43 44 44 22 26 18 29 19 120 714 

(36.9) (8.0) (8.0) (4.3) (5.9) (2.7) (3.2) (7.0) (3.2) (1.1) (2.1) (17.6) (100.0)

25.4 13.7 9.8 6.0 6.2 6.2 3.1 3.6 2.5 4.1 2.7 16.8 100.0 

（注）①（ ）書きは、一時保護所以外の場所に保護を委託した児童数の別掲

　　　② 前年度からの継続は含み、次年度へ継続した児童は含まない

（表20-2）相談種別

相談種別

日数 １～
５

６～
10

11～
15

16～
20

21～
25

26～
30

31～
35

36～
40

41～
45

46～
50

51～
55

56
以上

計
１人当たり
平均（日）

(13) (3) (3) (3) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (8) (42) (46.3)

33 23 20 15 14 23 9 10 5 14 10 46 222 35.2 

(49) (10) (9) (5) (7) (4) (5) (8) (5) (1) (2) (23) (128) (32.2)

82 39 26 15 17 12 6 7 6 7 7 52 276 30.5 

(1) (1) (7.0)

(2) (1) (1) (4) (89.3)

48 27 11 8 6 8 3 3 4 3 2 17 140 21.9 

1 2 3 42.0 

(5) (3) (1) (2) (1) (12) (17)

13 3 15 3 6 3 2 4 2 6 1 10 68 29.9 

1 1 1 1 1 5 16.0 

(69) (15) (15) (8) (11) (5) (6) (13) (6) (2) (4) (33) (187) (35.5)

177 93 73 42 43 46 21 25 19 30 20 125 714 30.2 

（注）①（ ）書きは、一時保護所以外の場所に保護を委託した児童数の別掲

　　　② 前年度からの継続は含み、次年度へ継続した児童は含まない

　　　　　　　　　　　　　一 時 保 護 児 童 在 所 日 数　　　　　　　　　（単位：人）

中央児相

西部児相

東部児相

計

構成比(%)

（全　県）

養
　
護

児童虐
待

その他

計

障
　
　
害

知的障
害

発達障
害

その他

非
　
行

ぐ 犯

触 法

育
　
　
成

不登校

性格行
動

その他

保健・その他
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表２１

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
１日
当た
り

(264) (276) (257) (227) (193) (272) (364) (399) (303) (293) (246) (230) (3324) (9.1)

449 633 740 633 566 865 875 724 1,008 928 915 867 9,203 25.2 

中央 448 631 740 633 560 823 801 672 911 878 900 808 8,805 24.1 

東部 1 2 6 42 74 52 97 50 15 59 398 1.1 

(46) (68) (104) (119) (132) (121) (196) (264) (171) (259) (200) (107) (1787) (4.9)

310 391 402 564 617 452 527 601 556 485 393 651 5,949 16.3 

中央 254 362 371 522 601 416 464 579 518 462 322 569 5,440 14.9 

東部 56 29 31 42 16 36 63 22 38 23 71 82 509 1.4 

(46) (80) (130) (106) (134) (183) (258) (185) (128) (72) (36) (84) (1442) (4.0)

467 459 488 456 681 594 679 606 754 508 565 523 6,780 18.6 

中央 7 31 36 7 3 31 115 0.3 

東部 467 459 488 456 674 594 679 575 718 501 562 492 6,665 18.3 

(356) (424) (491) (452) (459) (576) (818) (848) (602) (624) (482) (421) (6553) (18.0)

1,226 1,483 1,630 1,653 1,864 1,911 2,081 1,931 2,318 1,921 1,873 2,041 21,932 60.1 

中央 702 993 1,111 1,155 1,168 1,239 1,265 1,282 1,465 1,347 1,225 1,408 14,360 39.3 

東部 524 490 519 498 696 672 816 649 853 574 648 633 7,572 20.7 

（注）①（ ）書きは、一時保護所以外の場所に保護を委託した児童数の別掲

　　　②前年度からの継続した児童及び次年度へ継続した児童を含む

表２２

医
学
診
断

性

病

検

便

そ

の

他

中央
児相

99 16 12 81 35 26 4 7 13 10 40 44 387

東部
児相

34 24 15 6 21 5 19 10 11 1 11 23 180

計 133 40 27 6 102 40 45 14 18 14 10 51 67 567

（注）「諸検査その他」は健康診断時の検尿・血圧検査・身体測定の数

計

月別一時保護児童の状況（延人員）　　　　　　　（単位：人）

　　　月別

児相別

中央児相

西部児相

東部児相

計

皮

膚

科

          　 　　　一時保護児童受診の状況　　　  （単位：人）

区
分

小

児

科

内

科

整

形

外

科

外

科

耳

鼻

科

精

神

科

婦

人

科

眼

科

歯

科

諸　検　査
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表２３

活動状況

郡
　市
　　別

在

宅

指

導

施

設

入

所

児

童

等

里

親

調

査

計

会

議

巡

回

相

談

　
　
　
　
精

健

　
　
連
絡
そ
の
他

関
係
機
関
と
の

計

3,873 2,796 181 7,187 14,037 164 31 195

3,304 1,554 235 6,602 11,695 36 20 56

371 196 13 957 1,537
(371) (196) (8) (908) (1,483) (13) (42) (55)
1,038 1,274 271 3,054 5,637

(1,038) (1,274) (271) (3,054) (5,637) (13) (118) (131)
303 841 2 1,625 2,771

(303) (841) (1,625) (2,769) (26) (35) (61)
376 399 145 853 1,773

(376) (397) (143) (853) (1,769) (78) (43) (121)
97 70 15 803 985

(97) (70) (11) (803) (981) (50) (11) (61)
89 128 4 485 706 28 14 42

9,451 7,258 866 21,566 39,141 228 65 293
(2,185) (2,778) (433) (7,243) (12,639) (180) (249) (429)

高 崎 市 3,255 8,401 200 9,484 21,340 142 1 842 985

藤 岡 市 350 458 16 2,310 3,134 38 645 683

富 岡 市 42 75 5 989 1,111 19 294 313

安 中 市 60 184 4 316 564 18 84 102

多 野 郡 35 35 2 16 18

甘 楽 郡 18 18 4 12 16

計 3,707 9,118 225 13,152 26,202 223 1 1,893 2,117

桐 生 市 826 595 130 2,057 3,608 6 6

太 田 市 2,527 2,844 1,016 6,092 12,479 18 5 23

館 林 市 617 485 25 1,323 2,450 9 9

み ど り 市 436 449 15 945 1,845

邑 楽 郡 97 11 30 1,652 1,790 6 6

計 4,503 4,384 1,216 12,069 22,172 39 5 44

17,661 20,760 2,307 46,787 87,515 490 1 1,963 2,454

（注）①令和５年３月３１日現在の市町村

　　　②中央児相の（ ）書きは北部支所分の再掲

合　　計

吾 妻 郡

利 根 郡

佐 波 郡

計

西
　
部
　
児
　
相

東
　
部
　
児
　
相

　　　　　　　　　　　　　　児 童 福 祉 司 活 動 状 況　　　 　　（単位：件）

児
相
別

ケース訪問等 その他の活動

中
　
央
　
児
　
相

前 橋 市

伊 勢 崎 市

沼 田 市

渋 川 市

北 群 馬 郡

1.6
歳
児

３
歳
児

法

26 27

│ │

1  1

│ │

2  2

法

27 27

│ │

1  2

│ │

3  2
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表２４

（表24-1）相談種別受付状況

肢

体

不

自

由

視

聴

覚

言

語

発

達

重

症

心

身

知

的

障

害

発

達

障

害

ぐ

犯

行

為

等

触

法

行

為

等

性

格

行

動

不

登

校

適

性

(4) (3) (51) (21) (118) (17) (41)

1 11 5 89 32 1 350 159 125

（注）（ ）書きは、夜間電話相談（午後8時00分～午前8時00分）の再掲

（表24-2）相談処遇状況

（表24-3）「こどもホットライン２４」相談電話受信状況

（表24-4）児童相談所引継内訳

（表24-5）電話転送状況

　

参考 　

（表24-6）メール相談の状況（中央児相・全県分）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 2 2 2 5 6 6 1 6 2 3

(注)メール相談件数は、児童相談件数10,901件に含めない。

参考

（表24-7）LINE相談の状況（中央児相・全県分）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

12 7 17 11 18 10 13 15 14 6 14 15

(注)メール相談件数は、児童相談件数10,901件に含めない。

（単位:件）

処理月 計

件数 152

「こどもホットライン２４」電話相談等の状況（中央児相・全県分）

（単位:件）

種

別

養

護

保

健

心　身　障　害 非行 育　　成
そ

の

他

計

　

育
児
・
し
つ
け 　

件数
(197) (60) (383) (211) (1,106)

501 173 1,590 406 3,443

3,443

（単位:件）

処理状況 助言指導 来所相談 他機関あっせん その他 計

件数 3,443

件数

（単位:件）

処理状況 相談受理
児童相談所
へ引継

児童以外
(18歳以上等)

いたずら わいせつ 無言 計

657 6,271

（単位:件）

引継場所 中央 西部

件数 3,443 689 1,478 2 2

337 164 209 710

東部 計

817

計

（単位:件）

転送元 中央 西部 東部
虐待対応ダイヤル

（189)

件数 347 103 191 176

（単位:件）

処理月 計

件数 36
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関係施設一覧

１　児童相談所

№ 電話番号 所長

ＦＡＸ番号

1 027-261-1000 入澤　康行

379-2166 前橋市野中町360-1 027-261-7333 0

2 0279-20-1010 青栁　尚志

377-0027 渋川市金井394 0279-22-2277 0 吾妻郡、利根郡

3 027-322-2498 笛木　　浩

370-0829 高崎市高松町6 027-322-5602 0 富岡市、多野郡、甘楽郡

4 0276-57-6111 小林　豊

370-0321 太田市新田木崎町369-5 0276-57-6175 0 みどり市、邑楽郡

２　児童福祉施設

（１）　乳児院

№ 電話番号 経営主体 代表者

ＦＡＸ番号 （施設長）

1 027-373-2265 （社福）二之沢愛育会 川嶋　伸明

370-3531 高崎市足門町290-2 027-373-2265 米山　広美

2 0277-52-1991 （社福）紫苑会 亀山　豊文

376-0011 桐生市相生町5-27-1 0277-55-0161 品川　由美

3 0276-20-2560 （社福）三晃福祉会 本間　芳惠

373-0025 太田市熊野町13-3 0276-25-5677 本間　正彦

（２）　児童養護施設

№ 電話番号 経営主体 代表者

ＦＡＸ番号 （施設長）

1 027-269-0241 （社福）上毛愛隣社 中塚  眞由美

371-0002 前橋市江木町1304 027-269-0251 廣瀬　一寛

2 027-283-2156 （社福）鐘の鳴る丘愛誠会 品川　道雄

371-0231 前橋市堀越町880 027-283-7894 川上　季和

3 027-322-4528 （社福）希望館 松澤　斉

370-0803 高崎市大橋町210 027-322-4178 小椋　里香

4 027-373-1021 （社福）フランシスコの町 齊藤　明美 　

370-3511 高崎市金古町830-3 027-373-7739 武井　望 　

5 027-322-6560 （社福）希望館 松澤　斉

370-0884 高崎市八幡町214 027-322-6578 根岸　深雪

6 0276-25-3581 （社福）三晃福祉会 本間　芳惠

373-0025 太田市熊野町7-15 0276-22-2600 本間　弘子

7 0279-23-1152 （社福）子持山福祉会 中島　俊一

377-0203 渋川市吹屋201-1 0279-23-1153 阿久澤　磨

8 0274-67-5911 （社福）甘楽育徳会 奥村　恭子

370-2466 富岡市蚊沼777-1 0274-67-5912 峰岸　嘉尚

（３）　地域小規模児童養護施設

№ 電話番号 経営主体 代表者

ＦＡＸ番号 （施設長）

1 027-221-5939 （社福）上毛愛隣社 中塚  眞由美

371-0014 前橋市朝日町3-12-21 027-221-5939 廣瀬　一寛

2 027-212-7283 （社福）上毛愛隣社 中塚  眞由美

371-0002 前橋市江木町1305 027-212-7283 廣瀬　一寛

3 027-283-8158 （社福）鐘の鳴る丘愛誠会 品川　道雄

371-0231 前橋市堀越町854-1 027-283-8158 川上　季和

4 0279-53-2102 （社福）子持山福祉会 中島　俊一

377-0202 渋川市中郷73-4 0279-53-2102 阿久澤　磨

5 027-384-2380 （社福）フランシスコの町 齊藤　明美 　

370-3531 高崎市足門687-4 027-384-2380 武井　望 　

6 こどもの家　童夢 0276-55-5133 （社福）三晃福祉会 本間　芳惠

373-0025 太田市熊野町6-10 0276-55-5133 本間　弘子

7 027-384-8290 （社福）希望館 松澤　斉

370-0884 高崎市八幡町176-17 027-384-8290 根岸　深雪

（４）　児童自立支援施設

№ 電話番号 経営主体 代表者

ＦＡＸ番号 （施設長）

1 027-231-2554 群馬県 山本　一太

371-0046 前橋市川原町826 027-231-2548 菊地　常仁

（５）児童心理治療施設

№ 電話番号 経営主体 代表者

ＦＡＸ番号 （施設長）

1 0277-70-1200 （社福）希望の家 野田　真一郎　

376-0101 みどり市大間々町大間々24-5 0277-70-1201 三好　紀幸

ぐんま学園

名称

所在地

青い鳥ぐんま

あすなろホーム

浅田ホーム

足門ホーム

名称

所在地

幸家

こはるび

名称

所在地

第二地行園

第三地行園

愛育乳児園

フランシスコの町

児童養護施設希望館　八幡の家

東光虹の家

児童養護施設子持山学園

所在地

地行園

鐘の鳴る丘少年の家

児童養護施設希望館

桐育乳児園

東光乳児院

名称

管轄区域

所在地

中央児童相談所
前橋市、伊勢崎市、佐波郡

北部児童相談所 沼田市、渋川市、北群馬郡、

名称

高崎市、安中市、藤岡市、

東部児童相談所 桐生市、太田市、館林市、

名称

所在地

西部児童相談所
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№ 電話番号 経営主体 代表者

FAX番号 （施設長）

1 027-268-6011 群馬県 山本　一太

379-2105 前橋市東大室町177-1 027-230-3300 女屋　広之

2 0279-56-2847 （社福）赤城会 今成　千鶴子

379-1103 渋川市赤城町津久田194-37 0279-56-2267 伊藤　一博

3 0277-74-0343 （社福）桐の実会 野口　秀樹

376-0131 桐生市新里町奥沢59-1 0277-74-0722 太田　徹

№ 電話番号 経営主体 代表者

ＦＡＸ番号 （施設長）

1 027-373-2277 （社福）二之沢愛育会 川嶋　伸明

370-3531 高崎市足門町146-1 027-373-2278 川嶋　伸明

2 0277-54-1182 （社福）桐生療育双葉会 近藤　理

376-0013 桐生市広沢町1-2648-1 0277-53-7003 桑島　信

3 027-361-6111 （社福）榛桐会 鈴木　憲一

370-3341 高崎市大八木町168-1 027-361-6112 金子　広司

4 0277-73-2605 （社福）希望の家 野田　真一郎

376-0101 みどり市大間々町大間々22-4 0277-73-6462 竹内　東光

（８）　指定発達支援医療機関（重症心身障害児）

№ 電話番号 開設主体 代表者 備考

ＦＡＸ番号 （院長）

1 0279-23-1010 （独）国立病院機構 －

377-0280 渋川市白井383 0279-23-1011 蒔田　富士雄

３　相談機関

№ 電話番号 開設主体 所長 備考

ＦＡＸ番号

1 0120-783-884 群馬県 入澤　康行

379-2166 前橋市野中町360-1 027-261-7333

2 027-254-5380 群馬県 堀越　和彦

371-0843 前橋市新前橋町13-12 027-254-5383

3 027-254-1010 群馬県 金井　明

371-0843 前橋市新前橋町13-12 027-254-2299

４　自立援助ホーム

№ 電話番号 開設主体 代表者 備考

ＦＡＸ番号 （施設長）

1 027-395-0230 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 田嶋　羊子

370-0801 高崎市上並榎町8-12 027-395-0253 人見　延江 　

2 0276-60-5258 （ＮＰＯ）青少年育成サポート 青木　章子

370-0313 太田市新田反町町567-7 0276-60-5259 青木　章子

3 027-212-6080 （ＮＰＯ）子どもシェルターぐんま 矢田　健一

371-0026 前橋市大手町3-4-16 矢田　健一

オーレの家

中央児童相談所「こどもホットライン２４」

子どもシェルターオズ

0

発達障害者支援センター
0

心身障害者福祉センター
0

がじゅまるの家

渋川医療センター

名称

所在地

名称

所在地

両毛整肢療護園

医療型障害児入所施設めぐみ

療育センターきぼう

名称

所在地

名称

（７）　医療型障害児入所施設

名称

所在地

群馬整肢療護園

所在地

しろがね学園

しきしま学園

わたらせ養護園

（６）　福祉型障害児入所施設
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